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令和８年 第４回 当別町教育委員会定例会 議事録 

 

日時 令和８年３月２５日（水） 午後２時００分 

場所 当別町役場３階中会議室 

出席者 三澤教育長、武岡教育長職務代理者、小林委員、大畑委員 

出席職員 山田教育部長、髙田学校教育課長、川田学校教育課参事、村上社会教育課長 

傍聴者 なし 

 

【開会宣言】 

教育長 

ただ今、定足数に達しておりますので、これより令和８年第４回当別町教育

委員会定例会を開催いたします。 

【傍聴確認】 

教育長 

傍聴の方はいらっしゃいますか。 

（「いません」の声） 

傍聴がおりませんので、早速議事に入らせていただきます。 

【議事日程】 

教育長 

日程につきましては、各委員に配付しております日程表により議事に入りま

す。 

【日程第１】 

教育長 

日程第１、報告第１号、令和７年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査報

告書の作成について、事務局より説明お願いします。 

教育部長 報告第１号、令和７年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査報告書の作成

について、１頁をご覧ください。 

令和７度全国体力・運動能力、運動習慣等調査について、当別町の調査報告

書を作成したので、委員会へ報告するものであります。 

詳細につきましては、学校教育課参事より説明いたします。 

学校教育課参事 別冊の１頁をご覧ください。用紙の右下の頁数が別冊の通し番号になってお

りますので、そちらの頁数に沿って、説明させていただきます。 

３頁をご覧ください。３頁には、目次を記載しております。結果の経年変化

を調べる目的で、例年と同じ形式でまとめさせていただいております。 

４頁は、調査内容についてまとめています。 

５から６頁は、体格に関する調査結果です。 

５頁をご覧ください。小中学校男子の結果で、身長体重ともに全国平均を上

回っております。肥満傾向の出現率は全国平均を下回っており、痩身傾向の出

現率は小学校で０％、中学校で全国平均を上回りました。 

次に、６頁をご覧ください。小中学校女子の結果です。小学校は、身長体重

ともに全国平均を上回っております。中学校は、身長が全国平均以下、体重が

全国平均と同様となっております。肥満傾向の出現率、痩身傾向の出現率は、

小中学校ともに全国平均を下回るか、全国平均と同様となっております。 

次に、７、８頁は、体力運動能力に関する結果です。こちらは、既に先月の

定例会において説明させていただいております。 



次に、９から 12 頁は、過年度との経年比較となっております。こちらも、

概ね説明させていただいておりますので、本日は、割愛させていただきます。 

13 頁から、量が多いのですが、23 頁にかけては、児童生徒質問紙の調査の

結果についてまとめております。 

24 頁を見ていただけると、結果の概要として９点、分析として５点をまと

めてあります。結果の概要の 1 つ目、体育の授業について楽しいと回答した割

合が、中学生になると低くなる傾向が見られますので、多様な場の設定など運

動が得意な子も不得意な子も頑張れるような個別最適な学習の推進が求めら

れております。 

続いて、25、26 頁は、学校から回答をいただいた調査の結果です。 

27 頁に、結果の分析として６点をまとめてありますのでご覧ください。 

最後に、28 頁をご覧ください。先月と今日これまで説明させていただいた

内容をまとめまして、当別町体力向上プランとして掲載しおります。中段より

やや下のほうに掲載した課題へのアプローチにあるとおり、継続的な授業改善

とそれに向けた教職員研修の充実、家庭・地域と連携した体力向上の促進等の

取組を進めてまいります。 

また、令和８年度目標を、一番下に記載したとおり、令和８年度全国体力・

運動能力、運動習慣等調査において、小学校は体力合計点Ｔ得点 50 以上、中

学校は体力合計点Ｔ得点 50 以上、若しくは、小学校５年次の調査結果を上回

る、としました。 

昨年度までは、全道平均を上回るという目標を掲げておりましたが、項目に

よっては、全国よりも全道のほうが、成績が高いものがあることや当別町の令

和７年度の結果において、小学校男女、中学校男子では、先月も説明いたしま

したが、令和４年度より右肩上がりで結果が向上して、体力合計点において全

国平均以上、若しくは、全国と同様の結果となっております。また、中学校女

子では、年度によりばらつきがあるものの、今年度は全国平均を下回り、小学

５年生の時よりも全国平均との差が開いた結果となったことから、このような

目標とさせていただきました。 

各学校には、全職員で当別町体力向上プランを共有していただき、体力向上

に向けた取り組みを継続的、組織的に行うように指示します。 

年度初めの取組になると思いますので、４月３日に予定されている合同校長

会・教頭会で提案したいと思っております。 

以上、報告書に関わる説明とさせていただきます。 

なお、こちらの報告書は、本日の定例教育委員会の承認を受けたのち、町の

ホームページにて公開とさせていただきます。 

教育長 ただ今の報告につきまして、ご質問等ございましたら、お願いします。 

小林委員 アンケートとかに基づいた分析で、授業改善とかすごく分かりやすくできて

いると思います。 

そのうえで、スクリーンタイムのところがすごく気になって、学校側は、学



校側で指導をすごくしていると思うのですが、あとは、家庭側の問題であって、

たぶん友達同士で、夜、使っている時間、要は、スマートフォンなんかは、つ

ながってしまっているから、カットはできるのだけれども…。例えば、誰かが

使っているからいいじゃないとか、どうしようもない現象が起きているはずな

んだよね。そのスクリーンタイムをどういうふうにして、もう少し、保護者含

めてしっかり広めていくかなというところは、結構、課題に残るのかなと。 

あとは、いい分析ではないのかなと思います。 

教育長 ご意見をいただきましてので、それを校長会でも共有して、進めてまいりた

いと思います。ありがとうございます。 

他にございませんでしょうか。 

（「ありません」の声） 

ないようでございますので、以上で本件を終了させていただきます。 

【日程第２】 

教育長 

次に、日程第２、議案第１号から議案第５号までは、関連がございますので

一括して上程をいたします。 

事務局より説明をお願いいたします。 

教育部長 それでは、一括上程しております、議案第１号、当別町社会教育施設設置及

び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則制定について、議案第２

号、当別町総合体育館設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規

則制定について、議案第３号、当別町コミュニティーセンター設置及び管理に

関する条例施行規則の一部を改正する規則制定について、議案第４号、とうべ

つ学園水泳プール管理及び運営に関する条例施行規則の一部を改正する規則

制定について、最後になります議案第５号、運動競技又は文化活動に参加する

中学生に係る大会派遣補助金交付要綱の一部を改正する訓令制定について、議

案としますと２頁から 15 頁の５つの議案となっております。 

いずれについても、当別町認定地域クラブ活動の活動開始に伴いまして、規

則及び要綱の一部を改正するものであります。 

加えまして、議案第１号と第３号については、当別町女性団体連絡協議会が

解散しましたので、そちらの団体を削除するというのも同時に行う改正となっ

ております。 

また、別冊のほうですけれども、31 頁から 38 頁には、それぞれの新旧対照

表を添付してありますので、ご参照願います。 

以上、議案１号から５号までの説明といたします。 

教育長 ただ今、提案の説明がありました。質疑を求めます。質疑ございませんでし

ょうか。 

（「ありません」の声） 

それでは、ないようでございますので、議案第１号から議案第５号までは原

案のとおり決定してよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声） 

それでは、議案第１号から議案第５号までは、原案のとおり決定いたします。 



【日程第３】 

教育長 

次に、日程第３、議案第６号、当別町教職員住宅管理規則の一部を改正する

規則制定について、事務局より説明をお願いします。 

教育部長 議案第６号、当別町教職員住宅管理規則の一部を改正する規則制定につい

て、16 頁、17 頁になっております。 

教職員の転入によりまして、新たに借入教職員住宅の賃貸借契約を締結する

とともに、火災保険料の改定により、既存の教職員住宅の月額住宅料を改定す

るための規則改正となっております。 

なお、転入する職員というのは、とうべつ学園前期の教頭先生になります。 

また、別冊のほうですけれども、39 頁と 40 頁のほうに新旧対照表を掲載し

ておりますので、ご参照願います。 

以上、議案第６号の説明といたします。 

教育長 ただ今、提案の説明がありました。質疑を求めます。質疑ございませんでし

ょうか。 

（「ありません」の声） 

それでは、ないようでございますので、議案第６号は原案のとおり決定して

よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声） 

それでは、議案第６号は、原案のとおり決定いたします。 

【日程第４】 

教育長 

次に、日程第４、議案第７号、当別町学校給食センター条例施行規則の一部

を改正する規則制定について、事務局より説明をお願いします。 

教育部長 議案第７号、当別町学校給食センター条例施行規則の一部を改正する規則制

定について、18 頁、19 頁になります。 

本改正につきましては、学校給食費の無償化に伴いまして、条例施行規則の

一部を改正するものであります。 

また、規則改正中第５条については、この中で小中学校の児童生徒の無償化

を定めるとともに、教職員については、これまでどおり料金が発生するため、

別表にその旨を加えるといった改正を行っています。 

また、別冊のほうでは、41 頁から 43 頁に新旧対照表を掲載しておりますの

で、ご参照願います。 

以上、議案第７号の説明といたします。 

教育長 ただ今、提案の説明がありました。質疑を求めます。質疑ございませんでし

ょうか。 

小林委員 ありがとうございます。皆さん、保護者負担が減ってすごく助かると思いま

す。それと、この給食の予算というのは、教育委員会の予算になるのですか。

町ではなくて。 

学校教育課長 基本は、教育委員会の予算になります。財源については、ふるさと納税、ま

ちづくり基金を使っている。基本は、教育委員会からのお金になっております。 

小林委員 というのは、物価高とか色々とあるので、今までは徴収していたからあれで

すけど、徴収しなくなるじゃないですか。価格が上がったら、補正、補正みた



いな感じで、教育委員会に出てくる感じになるのか。それは、出てこなくなる

のか。 

学校教育課 去年から物価高騰分ということで、お金を別に加えていました。それで、新

年度についても、物価が高騰しているので、さらにそのお金を加えています。

本来であれば、保護者からお金を徴収するのに、毎回、毎回改定して値上げし

てという形にしていきましたけれども、それは、今後、なくなります。どうい

う区分けにするか、今回は、無償化分というのと、物価高騰分というような形

で、それぞれ予算を別にしていますけれども、そのような形で、いずれにして

も町のほうでお金をどちらも…。 

小林委員 定例会でいつも予算が出るじゃないですか。重油とか何でもそうですが、上

がったら補正であがってくるじゃないですか。それが、ここにまた出てくるの

ですよね。 

学校教育課長 そうですね。 

小林委員 全体予算が分かるということですよね。 

学校教育課長 そうですね。 

小林委員 分かりました。 

学校教育課長 なかなか年度途中に上がったから補正するというような形は厳しいので、年

間の予算の中で、切り詰めながら栄養教諭のほうでメニューを工夫しながらや

りくりしてもらうというのが、基本になろうかと思うのですが、どうしても厳

しい場合については、補正というような形でこの場にお諮りします。 

教育長 休憩します。 

 

再開します。 

他にございませんでしょうか。 

（「ありません」の声） 

それでは、ないようでございますので、議案第７号は原案のとおり決定して

よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声） 

それでは、議案第７号は、原案のとおり決定いたします。 

教育長 以上で、令和８年第４回当別町教育委員会定例会を閉会いたします。 

 

閉会 午後２時２２分 

 

上記会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

          当別町教育委員会  教   育   長 

 

                    教育長職務代理者 


